
 

     

 令 和 2 年 1 1 月 2 5 日 

四国地方整備局高知港湾・空港整備事務所 

 
 

経済界も関心!! 南海トラフ巨大地震・津波

への高知市内の備えはどうなが？ 

『高知港海岸 三重防護の地震・津波対策』 

の視察を実施 
 

～高知商工会議所常議員による視察を実施します～ 

 
 
○国土交通省四国地方整備局と高知県において、切迫する南海トラフ巨大地震・津

波に備えるため、高知港海岸において三重防護による対策を行うこととし、現在

整備が進められています。 

○この対策前においては、地震発生後、高知市中心部は地盤が沈下し、長期浸水に

よる経済活動の影響が甚大になることが懸念されています。 

○地元経済界にとって被災後の早期復興が極めて重要であることから、三重防護で

の地震津波対策について認識を深めていただくため、高知商工会議所常議員の視

察を実施します。 

 
１．開催要領 

開催日時：令和 2 年 11 月 26 日（木）13：30～16：00（予定） 

集合場所：四国地方整備局高知港湾・空港整備事務所 第一会議室 
（高知県高知市種崎８７４番地） 

視察内容：事業概要の説明に加え、普段見ることのできない海上（船内）から

の事業実施箇所や、沖合いの防波堤上からの視察等を行います。 

（詳細は別紙１をご参照下さい。） 

※新型コロナウイルス感染症対策を講じて開催します。 

 

２．取材について 

別紙２（取材申込書）にご記入の上、令和２年 11 月 26 日（木）１１時まで

に、高知港湾・空港整備事務所宛ＦＡＸにてお申し込み下さい。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

お問い合わせ先（〇：主たる問い合わせ先） 
 
国土交通省 四国地方整備局 高知港湾・空港整備事務所 
 
TEL  088-847-3511(代表)  FAX  088-837-3001 
 

副所長（事務）： 大森 健司 

○企画調整課長 ： 川瀬 弘義 



 

【実施概要】 

事務所会議室にて座学を行った後、A 班は海上視察から陸上視察、B 班は陸上視  

察から海上視察を実施後、事務所会議室にて質疑応答を行う。 
 

【実施内容】 

 
 

注１）港湾業務艇「とさかぜ」で港内視察を行いますので、ライフジャケット着

用をお願いいたします。当所でライフジャケットを用意する必要がある場合

は、別紙２の取材申込書に数量を記載ください。 

 

注２）足下の悪い場所での取材となるため、ヒールの高い靴などでの取材はご遠

慮ください。新型コロナウイルス感染症対策のため、マスクの着用をお願い

いたします。 

注３）取材人員によっては、A 班と B 班に割振りさせていただく場合があります

ことをご了承願います。 

A班 B班

移動

移動

移動
移動

移動

移動

～１６：００
事務所（質問対応等）

１３：３０～１３：５０
座学　「高知港海岸整備事業（三重防護）の概要について」

　（高知港湾・空港整備事務所 第一会議室）

乗船・乗車準備

１３：５５～１４：５５
海上見学

（港湾業務艇「とさかぜ」）

乗船：事務所係船場
下船：高知新港船溜り

１４：００～１４：１５
高台より高知港内俯瞰（高知新港高台）

１４：２０～１４：４５
陸上現場見学

海岸事業（第2ライン：緑地区間、新港区間）
港湾事業（第1ライン：ケーソン仮置ヤード）

１４：５５～１５：５０
海上見学

（港湾業務艇「とさかぜ」）

乗船：高知新港船溜り
下船：事務所係船場

１５：００～１５：１０
高台より高知港内俯瞰（高知新港高台）

１５：１５～１５：４０
陸上現場見学

海岸事業（第2ライン：緑地区間、新港区間）
港湾事業（第1ライン：ケーソン仮置ヤード）

釣行場所 

別紙 1 



 



 

 

 

取材申込書 

 

 

 

下記フォームに必要事項を記入の上、ＦＡＸにて 11 月 26 日（木）11：00 ま

でにお申し込みください。 

 
お申込日（ＦＡＸ送信日）：令和２年  月  日（  ） 

会社名  申込代表者  

連絡先 TEL： Email： 

所 属 部 署 役 職 参 加 者 氏 名 

   

   

   

   

   

ライフジャケット 
（  ）着 必要 
※当所で用意する必要がある場合は数量をご記入ください。 

 

 

 

問合せ先：四国地方整備局          

高知港湾・空港整備事務所       

担当者：川瀬・大森            

Tel：０８８－８４７－３５１１（代表） 

Fax：０８８－８３７－３００１     

               

別紙２ 


